
 

  
  

 

 
 
 

 

   

  

 

京都市及び京都家事調停協会では、家事調停委員による「無料家事調停相談会」を開催しま

す。 

離婚問題や子どもとの面会交流や養育費などの家庭に関する悩みごとについて、家事調停委

員（弁護士・司法書士を含む。）が調停手続やその利用方法を丁寧にお答えします。  

 なお、調停・訴訟中の事柄は相談できません。 

 

 

 

 

 

日時 令和７年２月１５日（土） 
１０：００～１５：３０（受付：１５：００まで） 

会場 

相談員 

申込 
方法 

問合せ 

京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車 ５番出口（地下鉄連絡通路にて連結） 

又は、京都市バス、京都バス、JR バス「烏丸丸太町」バス停下車すぐ 

京都家庭裁判所に属する 

家事調停委員 

当日受付（先着３０組）  

※1 組あたり 30 分程度 

京都市消費生活総合センター 

TEL：０７５－３６６－２２５０ 

京都市文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター   

令和７年１月発行  京都市印刷物第 064787号   

こちらからも御確認できます！ 


